
国内受�型���⾏���件書
この�⾏�件書は、パンフレットとともに、�⾏業��12�の4で�める「���件��書⾯」�び同��12�の5で�める「��書⾯」の⼀
�です。お申�みの�には必ず事前にご��の上お申�みください。 

１. 受�型���⾏�� 
「受�型���⾏��」（�下「��」といいます）とは、当�がお��の�頼により、�⾏の⽬的地�び⽇�、お��が提供を受けることができる��等サービスの内�並び
にお��が当�に��うべき�⾏代金の�を�めた�⾏に�する��を作成し、これにより�⾏を��する�⾏��を�います。 

２. ��の申�み 
（１） 当���の申�書に��の事項を��の上、当�が別に�める金�の申�金とともに当�に提�していただきます。 
（２） 当�は電�、郵便�びファクシミリその他の��⼿�による�⾏��の予�申�みを受付けることがあります。この場�予�の時点では��は成立しておらず、当�の
予�を�諾する旨の�知がお��に��した⽇の�⽇から�算して3⽇�内にお申�み内�を��のうえ、 申�金の��いをしていただきます。この期間内に申�金の��いが
なされない場�、当�らはお申�がなかったものとして�り�います。 
（３） 当�は、団体・グループを構成する�⾏者の代�としての��責任者から、�⾏申�みがあった場�、��の���び��等に�する⼀切の代理�を有しているものと
みなします。
（４） ��責任者は、当�が�める⽇までに構成者の��を当�に提�しなければなりません。��責任者は、�26項による�三者提供が⾏なわれることについて、構成者�
�の同�を得るものとします。 
（５） 当�は、��責任者が構成者に�して現に負い、�は�来負うことが予測される債��は義�については、何らの責任を負うものではありません。 
（６） 当�は、��責任者が団体・グループに同⾏しない場�、�⾏開��においては、あらかじめ��責任者が�任した構成者を��責任者とみなします。

３. お申�み�件 
（１） 20�未�の�は��者の同�書が必�です。15歳未�もしくは中�⽣�下の�のご��には保�者の同⾏を�件となります。
（２）ご��にあたって�別の�件を�めた�⾏について、��者の性別、年令、��、技�その他�件が当�の指�する�件に��しない場�は、ご��をお�りする場�
があります。 
（３）��を�している�、⾞椅�などの��をご利⽤になっている�や、��に�がいのある�、�物アレルギー・動物ア レルギーのある�、��中の�、��の可�性あ
る�、�体��者�助⽝（��⽝、��⽝、�助⽝）をお�れの�その他�別の配慮を必�とする�は、お申�みの�に��にあたり�別な配慮が必�となる旨をお申し�下
さい（�⾏��成立�にこれらの状�になった場�も�ちにお申し�ください。）。あらためて当�からご�内申し上げますので、�⾏中に必�となる措�の内�を�体的にお
申し�ください。 
（４）前�のお申し�を受けた場�、当�は、可�かつ�理的な範囲内でこれに�じます。これに�して、お��の状況�び必�とされる措�についてお伺いし、�は書⾯で
それらを申し�ていただくことがあります。 
（５）当�は、�⾏の��かつ円滑な��のために�助者�は同�者の同⾏、�師の��書の提�、コースの⼀�について内�を�更すること等を�件とすることがあります
。また、お��からお申し�いただいた措�を⼿配することができない場�は �⾏��のお申�みをお�りし、�は�⾏��の��をさせていただくことがあります 。なお、
お��からのお申し�に基づき、当�がお��のために�じた�別な措�に�する�⽤は�則としてお��の負担とします。 
（６） 当�よりお��にご��が必�な場�は、お申�み、若しくはお申�の⽇から、�則として1�間�内にご��いたします。 
（７） お��がご�⾏中に��、傷�その他の事由により、�師の���は�療を必�とする状�になったと当�が��する場�は、 �⾏の円滑な��をはかるため必�な措
�をとらせていただきます。これにかかる⼀切の�⽤はお ��のご負担になります。
（８）お��のご都�による別⾏動は�則としてできません。ただし、コースにより別��件でお受けする場�があります。 
（９）お��が他のお��に�惑を�ぼし、�は団体�⾏の円滑な��を�げるおそれがあると当�が��する場�は、ご��をお�りする場�があります。

４. ����の�否 
当�は、�に掲げる場�において、受�型���⾏��の��に�じないことがあります。 
（１）�⾏者が他の�⾏者に�惑を�ぼし、�は団体⾏動の円滑な��を�げるおそれがあるとき。 
（２）����を��しようとする場�であって、�⾏者の有するクレジットカードが��である等、�⾏者が�⾏代金等に�る債�の⼀��は��を提���のカード�員
��に従って決�できないとき。 
（３）�⾏者が、暴⼒団員、暴⼒団�構成員、暴⼒団��者、暴⼒団���業�は���等、その他の���的�⼒であると�められるとき。 
（４）�⾏者が、当�に�して暴⼒的な��⾏為、不当な��⾏為、��に�して脅�的な�動若しくは 暴⼒を⽤いる⾏為�はこれらに�ずる⾏為を⾏ったとき。
（５） �⾏者が、⾵�を流布し、偽�を⽤い若しくは�⼒を⽤いて当�の�⽤を�損し若しくは当�の業�を��する⾏為�はこれらに�ずる⾏為を⾏ったとき。
（６）その他当�の業�上の都�があるとき。 

５. ��の成立時期 
（１）��は当�が��の��を�諾し、申�金を受理した時に成立します。 
（２）当�は��責任者と��を��する場�、書⾯による��をもって申�金の��いを受けることなく��の申�みを受けることがあります。この場�、��の成立の時
期は、当���書⾯を�付したときに成立します。 
（３）申�金は、�⾏代金、�消料、その他のお��が当�に��う金�の⼀�に�当します。 
（４）����は（１）の��にかかわらず、当�がお��の�諾の�知を受けて、同申�みを�諾する旨の�知を発した時に成立するものとします 。但し、当���におい
て電��諾�知を発する場�は、当��知が�⾏者に��した時に成立するものとします。 

６. ��書⾯・���⾏⽇��の�付 
（１） 当�は、�⾏��成立��やかにお��に、�⾏⽇�、�⾏サービスの内�その他の�⾏�件�び当�らの責任に�する事項を��した��書⾯をお�しします。 ��
書⾯を�付した場�において、当�が��により⼿配し��を�理する義�を負う�⾏サービスの範囲は、��書⾯に��するところによります。 
（２）��書⾯を��する書⾯として、当�らはお��に、��時�・場�、利⽤����、�泊��等に�する��情�を��した���⾏⽇��を�くとも�⾏開�⽇の
前⽇までにお�しします。ただし、お申し�みが�⾏開�⽇の前⽇から�算してさかのぼって 7 ⽇前��の場�、�⾏開�⽇当⽇にお�しすることがあります。また、�付期
⽇前であってもお問い�わせいただければ⼿配状況についてご��します。��書⾯を�付した場�において、 当�が⼿配し��を�理する義�を負う�⾏サービスの範囲
は、当���書⾯に��するところに��されます。

７. �⾏代金のお��い
�⾏代金は、�⾏開�⽇前の当�が指�する期⽇までにお��いいただきます。また、当�とお��が�24 項に��する����を��しない場�であっても、お��が提�
カード��のカード�員である場�で、お��の�諾があるときは、提���のカードよりお��の署��くして�⾏代金（申�金、��代金として�⽰したものを�みます）
や� 14 項に��する �消料・��料、� 10 項に��されている��料金�び� 13 項��の�替⼿�料をお��いいただくことがあります。また、この場�のカード利⽤⽇
は、お��からお申し�がない�りお��の�諾⽇といたします。 



８. �⾏代金に�まれるもの 
（１） �⾏⽇�に�⽰した����の�賃・料金（�釈のないかぎりエコノミークラス）、�泊�、�事代、�場料・拝�料等�び消��等��。 
（２） �乗員が同⾏するコースにおける�乗員��、団体⾏動に必�な�付。 
（３）その他ホームページ、パンフレットにおいて、�⾏代金に�まれる旨�⽰したもの。 
※上��⽤はお��のご都�により、⼀�利⽤されなくても�い�しはいたしません。

９. �⾏代金に�まれないもの 
前項（１）から（３）のほかは�⾏代金に�まれません。その⼀�を�下に例⽰いたします。 
（１）超�⼿荷物料金（��の重量・�量・個�を超える�について）。 
（２）�泊��利⽤における�泊�（⼀�コースにおける�泊�を�く）、����使⽤料等。（ホームページ・パンフレット等に�⽰した場�を�きます。） 
（３）クリーニング代、電�電�料その他の����等個�的性�の��⽤�びそれに�う�・サービス料。 
（４）ご希�者のみ��されるオプショナル・ツアー（別�料金の⼩�⾏）の料金。 
（５）����が�す付��賃・料金（例��油サーチャージ）。 
（６）⾃宅から発�地までの���・�泊�。 

１０. �⾏��内�の�更 
当�は�⾏�����であっても、�災地�、戦乱、暴動、��・�泊��等の�⾏サービス提供の中⽌、��署の�令、当�の�⾏��によらない��サービスの提供その
他当�の��し得ない事由が⽣じた場�において、�⾏の��かつ円滑な� �をはかるため⽌むを得ないときは、お��にあらかじめ�やかに当�事由が当�の��し得ない
ものである理由�び当�事由との�果��を��して�⾏⽇�、�⾏サービスの内�を�更することかあります。ただし��の場�においてやむを得ないときは�更�にご�
�いたします。 

１１. �⾏代金の�の�更 
当�は�⾏�����には、�の場�を�き�⾏代金�び��代金、��代金の�の�更は⼀切いたしません。 
（１）利⽤する����の�賃・料金が著しい��情�の��等により�常想�される�度を⼤幅に超えて��されたときは、その����だけ�⾏代金を�更いたします。
ただし、�⾏代金を���更するときは、�⾏開�⽇の前⽇から�算してさかのぼって15⽇⽬にあたる⽇より前にお��に�知いたします。 
（２）当�は�項（１）の�める�⽤�賃・料金の⼤幅な減�がなされるときは、�項（１）の�めるところにより、その減��だけ�⾏代金を減�します。 
（３）�⾏内�が�更され、�⾏��に�する�⽤が減�したときは、当�はその�更��だけ�⾏代金を減�します。 
（４）�⾏内�が�更され、�⾏��に�する�⽤（当���内�の�更のためにその提供を受けなかった�⾏サービスに�して�消料、 ��料 その他�に��い、�はこれ
から��わなければならない�⽤を�みます）が��したときは 、 サ ービスの提供か⾏われているにもかかわらず�� ・�泊��等の��・ ��その他の���の不⾜が発
⽣したことによる�更の場�を�き、当�はその�更��だけ�⾏代金を�更します。 
（５）当�は、��・�泊��等の利⽤�員により�⾏代金が異なる旨を��書⾯等に��した場�、�⾏��の成立�に当�の責に�すべき事由によらず当�利⽤�員が�
更になったときは、��書⾯に��した範囲内で�⾏代金を�更します。 

１２. お��の�替 
お��は、当�の�諾を得て、��上の地�を別の�に�り�すことができます。ただしこの場�、お��は��の事項を��の上、当�に提�していただきます。この�、
�替に�する⼿�料として��の金�をいただきます。（�に���を発⾏している場�、別�再発�に�わる�⽤を��する場�があります）また��上の地�の��は、当
�が�諾したときに�⼒を⽣じ、���⾏��上の地�を�り受けた�が、この�⾏��に�する⼀切の�利�び義�を��することとなります。なお当�は、利⽤���
�・�泊��等が�⾏者の�替に�じない等の理由により、�替をお�りする場�があります。 

１３. お��からの���� 
＜�⾏開�前＞ 
お��は�消料をお��いいただくことにより、いつでも�⾏��を��することができます。ただし����のお申し�は、お申し�み�の�業時間内にお受けします。但
し、お��は�の項⽬に�当する場�は�消料なしで��を��することがで きます。 
（１）�⾏��内�が�更されたとき。ただし、その�更が�23項の�左�に掲げるものその他の重�なものである場�に�ります。
（２）�⾏代金が����されたとき（お��から��内��更の�めがあった場�を�きます） 
（３）�災地�、戦乱、暴動、��、�泊��等の�⾏サービス提供の中⽌、��署の�令その他の事由が⽣じた場�において、�⾏の��かつ円滑な��が不可�となり、
�は不可�となるおそれが�めて⼤きいとき。 
（４）当�がお��に�し、���⾏⽇��を期⽇までにお�ししなかったとき。 
（５）当�の責に�すべき事由により、�⾏⽇�に従った�⾏��が不可�となったとき。 

＜�⾏開��＞ 
（１）お��のご都�により�中で離団された場�は、お��の�利��とみなし、⼀切の��しをいたしません。 
（２）お��の責に�さない事由により��書⾯等に��した�⾏サービスの提供を受けられない場�、お��は�消料を��うことなく当�不可�になった�⾏サー ビス提
供に�る��の��を��することができます。この場�、当�は 、�⾏代金のうち�⾏サービスの当�受領することができなくなった��に�る金�を�⾏者に�い�しま
す。ただし、当�事由が当�の責に�すべき事由に よらない場�においては、当�金�から 、当��⾏サービスに�して�消料 、 ��料その他の�に��い、�はこれから
��わなければならない�⽤に�る金�を�し�いたものをお��に�い�します。 

１４. 当�からの���� 
＜�⾏開�前＞ 
お��が期⽇までに�⾏代金を��われない時、当�は�⾏��を��することがあります。この場�、��の�消料と同� の��料をお��いいただきます。また、�の項
⽬に�当する場�は、当�は�⾏��を��することがあります。 
（１）お��が当�らのあらかじめ�⽰した性別・年令・��・技�その他�⾏���件を�たしていないことが�らかになったとき。
（２）お��が�4項の（３）から（５）までのいずれかに�当することが��したとき。 
（３）お��が�気、必�な�助者の不在その他の事由により、当��⾏に耐えられないと�められたとき。 
（４）お��が他のお��に�惑を�ぼし、�は団体�⾏の円滑な��を�げるおそれがあると�められたとき。 
（５）お��が��内�に�し�理的な範囲を超える負担を�めたとき。 
（６）お��の��が、��書⾯に��した���⾏�員に�たないとき。この場�は�⾏開�⽇の前⽇から�算してさかのぼって13⽇⽬にあたる⽇より前（⽇�り�⾏は3⽇
⽬に当たる⽇より前）に�⾏中⽌のご�知をいたします。 
（７）スキーを⽬的とする�⾏における��量の不⾜のように、当�があらかじめ�⽰した�⾏���件が成�しないとき、あるいはそのおそれが�めて⼤きいとき。 
（８）�災地�、戦乱、暴動、��・�泊��等の�⾏サービスの提供の中⽌、��署の�令その他の当�の��し得ない事由が⽣じた場�において、��書⾯等に��した
�⾏⽇�に従った�⾏の��かつ円滑な��が不可�となり 、�は不可�となるおそれが�めて⼤きいとき。 
※��の��により当�に損�が⽣じたときは、お��にその�償を�めることがあります。 



１５. �乗サービス 
（１）当�は、��責任者の�めにより�乗サービスを提供することがあります。この場�、�乗サービス料金�び�乗員の団体・グループに同⾏するために必�な���、
�泊�等は、�⾏代金に�むものとします。 
（２）�乗サービスの内�は、�則として�⾏を��かつ円滑に��し、団体・グループ⾏動を⾏うために必�な業�とします。また、�乗員の業�時間は�則として8時から
20時までとします。 
（３）�乗員が同⾏しない場�、現地ガイド、現地あっ�員が、�⾏を円滑に��するために必�な業�を⾏う場�があります。
（４）�乗員が同⾏せず、かつ、現地ガイド・現地あっ�員がいない場�、�⾏・サービスの提供を受けるための⼿�きは、お��ご⾃�で⾏っていただく場�があります。

＜�⾏開��＞ 当�は�に掲げる場�においてはお��にあらかじめ理由を��して�⾏��の⼀�を��することがあります。 
（１）お��が�気、必�な�助者の不在その他の事由により、�⾏の��に耐えられないと�められるとき。 
（２）お��が�4項の（３）から（５）までのいずれかに�当することが��したとき。 
（３）お��が�⾏を��かつ円滑に��するための�乗員等その他の者による当�の指⽰への�背、これらの者�は同⾏する他の�⾏者に�する暴⾏�は脅�等により団体
�⾏の�律を乱し、当��⾏の��かつ円滑な��を�げるとき。 
（４）�災地�、戦乱、暴動、��・�泊期間等の�⾏サービス提供の中⽌、��署の�令その他の当�の��し得ない事由が⽣じた場�において、�⾏の��が不可�とな
ったとき 。 
これらの事由で当�が�⾏��を��したときは、��を��したためにその提供を受けられなかった�⾏サービスの提供者に�して、�消料・ ��科その他の�⽬で�に�
�い�は��わなければならない�⽤があるときは、これをお��の負担とします。この場�当�は�⾏代金のうち、お��がいまだその提供を受けていない�⾏サービスに
�る��の�⽤から当�が当��⾏サービス提供者に��い�はこれから��うべき�消料・ ��料その他の�⽬による�⽤を�し�いて�い�しいたします。�項１、４に
より当�が�⾏��を��したときは、お��のお�めに�じてお��のご負担で�発地に�るための必�な⼿配をいたします。�項の事由により�⾏��を��したとき
は、当�とお��との間の����は、�来に向かってのみ消滅します。すなわちお��が�に提供を受けた�⾏サービスに�する当�の債�については、有�な��がなさ
れたものとします。 

１６. 当�の責任 
（１） 当�は、当��は当�の⼿配代⾏者が故��は�失によりお��に損�を�えた場�は、当�損�を�償します。但し、損�発⽣の�⽇から�算して2 年�内に当�に
�して�知があった場�に�ります。 
（２）お��が、�下に例⽰するような当��は当�の⼿配代⾏者の��し得ない事由により損�を�ったときは、当�は、（１）の場�を�き、当�損�を�償する�任を負
うものではありません。 

１７. �別保� 
当�はお��が当��⾏��中に、��かつ偶�な�来の事故により⽣�、�体�は⼿荷物に�った⼀�の損�について、�⾏業���別�償��の�めにより�下の金�の
�償金�は⾒�金を��います。但し、�別�償���2�の事由による場�は、�償金等は��いません。 

1.  �災地�、戦乱、暴動�はこれらのために⽣じる�⾏⽇�の�更もしくは�⾏の中⽌ 
2.  ��・�泊��等の事故、�災により発⽣する損� 
3.    ��・�泊��等のサービス提供の中⽌�はこれらのために⽣じる�⾏⽇�の�更もしくは�⾏の中⽌ 
4.    ��署の�令、�はそれによって⽣じる�⾏⽇�の�更、�⾏の中⽌ 
5.    ⾃由⾏動中の事故 
6.    �中� 
7.    盗� 
8.    ����の��・不�・スケジュール�更・�路�更など�はこれらによって⽣じる�⾏⽇�の�更・⽬的地�在時間の�� 

（３）当�は、⼿荷物について⽣じた損�については、損�発⽣の�⽇から�算して国内�⾏14⽇�内に当�に�して�知があったときに�り、お��1�につき15万円を�度
(当�に故��は重⼤な�失がある場�を�きます。) として�償 します。 

1.  ���償金�1,500万円 
2.  ��⾒�金�2〜20万円 
3.  ��⾒�金�1〜5万円 
4.  �⾏品損��償金�お��1�につき15万円を�度 （但し、�償��品1個あたり10万円を�度とします。） 

当�受�型���⾏⽇�において、お��が当�の⼿配に�る�⾏サービスの提供を⼀切受けない⽇（�⾏地の標�時により ます。）が�められている場�において、その旨お
よび当�⽇に⽣じた事故による⽣�、�体�は⼿荷物の損�については、 �償金�び⾒�金の��が⾏われていない旨について��書⾯に�⽰したときは、当�⽇は「�⾏�
�中」とはいたしません。 

１８. ��保� 
�⾏⽇�に下�に掲げる�更が⾏われた場�は、当��⾏業��受�型���⾏��の�の��により、その�更の内�に�じて�⾏代金に下�に�める率を乗じた�の�更
�償金を��います。但し、⼀�⾏��について��われる�更�償金の�は、�⾏代金の15%を�度とします。また、⼀�⾏��について��われる�更�償金の�が 1,000
円未�の場�は、�更�償金は��いません。下�の�左�に掲げる��内�の�更が⽣じた��が�下による場�は、�更�償金を��いません。 
    1. ���や�災地� 
    2. 戦乱 
    3. 暴動 
    4. ��署の�令 
    5. ��、不�、休業等の����等の�⾏サービス提供の中⽌ 
    6. ��、��スケジュール�更等の当�の����によらない��サービスの提供 
    7. お��の⽣��は�体の���保のため必�な措�
当�はお��の同�を得て、金�による�更�償金・損��償金の��いに替え、これと相�の物品サービスの提供をもって保�を⾏う場�があります。 



＜�更�償金＞ 

⼀件あたりの率（％） 
�更�償金の��いが必�となる�更 

�⾏開�前 �⾏開�� 

1. ��書⾯に��した�⾏開�⽇�は�⾏�了⽇の�更 

2. ��書⾯に��した�場する��地�は����（レストランを�む）その�⾏の⽬的地の�更 

3. ��書⾯に��した����の等��は��のより�い料金のものへの�更
（�更�の等��び��の���が��書⾯に��した��のそれを下回った場�に�る）。 

4. ��書⾯に��した����の種��は���の�更 

5. ��書⾯に��した�⾏開�地たる���は�⾏�了地たる��の異なる便への�更 

6. ��書⾯に��した�泊��の種��は��の�更 

7. ��書⾯に��した�泊��の��の種�、��、��その他の��の�件の�更 

1.0 2.0 

1.5 3.0 

２２. その他 
（１）お��が個�的な�内・買物等を�乗員等に�頼された場�のそれに�う��⽤、お��の怪我、��等の発⽣に�う��⽤、お��の不��による荷物�失・�れ物
回�に�う��⽤、別⾏動⼿配に�した��⽤が⽣じたときには、それらの�⽤はお��にご負担いただきます。 
（２）お��が、����が任�で�乗予�便��の���に�乗することをお��に�頼する制度に同�し、当�が⼿配した�����に�乗される場�は、当�の⼿配債
�・���理債�は履⾏されたとし、当��更��に�わる��保�責任・�別�償責任は�責となります。 
（３）当�の�⾏にご��いただくことにより、����のマイレージサービスを受けられる場�がありますが、同サービスに�わるお問�せ、��等はお��ご⾃�で当�
����へ⾏なっていただきます。 
（４）��・ホテル・���等において、お��が酒�・料理・その他のサービス等を��された場�、�則として消��などの��が�せられますのでご了�下さい。

�1. 「�⾏開�前」とは、当��更について�⾏開�⽇の前⽇までにお��に�知した場�をいい、「�⾏開��」とは、当��更について�⾏開�当⽇��にお��に�知し
た場�をいいます。 
�2. ��書⾯が�付された場�には、「��書⾯」とあるのを「��書⾯」と�み替えた上で、この�を�⽤します。この場�において、 ��書⾯の��内�と��書⾯の�
�内�との間�は��書⾯の��内�と��に提供された�⾏サービスの内�との間に�更が⽣じたときは、それぞれの�更につき1件として�り�います。 
�3. �更に�る����が�泊��の利⽤を�うものである場�は、1泊につき1件として�り�います。 
�4. ����の���の�更については、等��は��がより�いものへの�更を�う場�には�⽤しません。 
�5. �更が1乗⾞�等�は1泊の中で��⽣じた場�であっても、1乗⾞�または1泊につき1件として�り�います。

１９. お��の責任 
（１）お��の故�、�失、�令、��良�に�する⾏為、もしくはお��が当�����を�らないことにより当�が損�を�った場�、当�お��は当�に�し損�を�
償しなければなりません。 
（２）お��は、当�から提供された情�を活⽤し、��書⾯に��されたお��の�利義�その他の��の内�について理�するように�めなければなりません。 
（３）お��は、�⾏開��に、��書⾯に��された�⾏サービスについて、提供された�⾏サービスが、��内�と異なるものと�識したときは、�⾏地において�やか
に当��は�⾏サービス提供者にその旨を申し�なければなりません。 
（４）当�は、�⾏中のお��が、��、傷�等により保�を�する状�にあると�めた場�、必�な措�を�ずることがあります。この場�において、これが当�の責に�
すべき事由によるものでないときは、当�措�に�した�⽤はお��の負担とし、お��は当��⽤を当�が指�する期⽇までに当�の指�する��で��わなければなりま
せん。
（５）お��の便�をはかるため、��中・��中に⼟��にご�内することがあります。⼟��の��には、万�を期しておりますが、購�の�には、お��ご⾃�の責任
でご購�ください。当�では�品の��や�品等のお⼿�いはいたしかねますのでトラブルが⽣じないように�品の���びレシートの受け�りなどを必ず⾏ってください。

２０. 国内�⾏保�への��について 
ご�⾏中けがをした場�、��の�療�、���等がかかることがあります。また、事故の場�、��者への損��償��や�償金の回�が⼤���である場�があります。
これらを担保するため、お��ご⾃�で��な�の国内�⾏保�に��されることをお�めします。 

２１. 個�情�の��い 
（１）当��び受��⾏業者は、�⾏申�みの�にご提�いただいた個�情�について、お��との��や��･�泊��等の⼿配のために利⽤させていただくほか、当�の�
⾏��上の 責任、事故時の�⽤等を担保する保�の⼿�き上必�な範囲内において当���等に提供い たします。 
（２）�⾏先でのお��のお買物等の便�のため、お��の���び�乗される��便等の個�情�を、電�的��等で⼟�物�等の事業者に提供いたします。お申�みの�
に、これらの 個�情�の提供についてお��にご同�いただきます。 
（３）当�は、�⾏中に傷�があった場�、��等の��で�⾏⽇�に⼤幅な�更があった場� 等に�え、お�さまの�⾏中の国内��先の�の個�情�をお伺いしていま
す。この個�情� は、お��に傷�があった場�やお��のご�⾏⽇�に⼤幅な�更があった場�、その他等で 国内��先の�へ��の必�があると当�等が�めた場�に使
⽤させていただきます。お��は、国内��先の�の個�情�を当�等に提供することについて国内��先の�の同�を得るものとします。 
（４）当�は当�が保有するお��の個�情�を�品開発や�品�内など�売促�活動、お��へのご��や��のために、当�グループ�業�び�売�と��、��、電�
��、メールアドレスなど個�情�を共同利⽤させていただきます。当�の個�情�の��いに�する��等の��、当�グループ��については、当�（TEL�0467-55-
5753）にお問い�わせいただくか、当�ホームページ（https://ville.jp）にてご��ください。 

２3．�⾏�件・�⾏代金の基�期⽇ 
��⾏�件�び�⾏代金の基�⽇は、2025年2⽉19⽇現在です。 


